
 
 

東京都の食品安全行政の現状について 
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食の安全・安心確保に向けた都の新たな取組み 

 
◆ 食品安全情報評価委員会の設置 

  理化学や経済・流通の専門家、消費者代表等２０名数名で構成する委員会で、都民から

の情報や国内外の事例など流通全体の中で得られる情報を評価。重点的な検査・監視や都

民等への情報提供に活用 
  ※ 平成 15 年 7 月、第１回委員会開催 
 
◆ 食品衛生自主管理認証制度の創設 

  飲食店や製造･加工業者の自主的な衛生管理の取組を民間事業者が認証する都独自の制

度を創設。食中毒が発生した場合に影響の大きい業種から順次導入 
※ 平成 15 年 8 月制度の運用開始。平成 15 年度は、豆腐製造業及び集団給食施設を

対象 
 
◆ 都民のための生産情報提供プロジェクト 

  協賛企業等との連携により、輸入食品等に係る生産地・使用農薬等の情報の提供を促進。

首都圏産品の安全確保のため、関係都県の広域的な協力体制を確立 
 
◆ 検査・監視体制の再構築 

  都内流入食品の７割が通過する輸入倉庫・大規模流通施設に検査・監視を重点化し、食

品の流通・拡散前に対応できる体制に転換 
※ 平成 15 年 4 月、検査・研究と監視を一体的に実施する組織として健康安全研究セ

ンターを設置 
 

◆ 総合的な食品安全行政のための体制等の整備 

  食に係る消費者行政と検査・監視行政の一元化、食品安全対策推進調整会議の設置等に

よる健康局、生活文化局、産業労働局、中央卸売市場など関係部署の連携、食品安全条例

（仮称）の検討 

※ 平成 15 年 4 月、ＪＡＳ法の表示指導業務を健康局に一元化 

平成 15 年 6 月、庁内連携組織として食品安全対策推進調整会議を設置 

 

★ 食品安全ネットフォーラムの開設 

食に関する様々な問題について、都民や事業者が相互に情報や意見を交換し、討論を

行う場として、インターネット上に開設。都は、討論のテーマと関連資料を提示し、討

論への参加を募るとともに、討論の結果を食品安全対策に活用 

※ 平成 15 年 8 月、食品安全ネットフォーラム開設 

 
 
 

◆ 平成 15 年度重点事業（平成１４年１1 月公表） 
★ その他の新たな取組み 





＜ 食 品 衛 生 自 主 管 理 認 証 制 度 の 概 要 ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実 地 審 査 

認 証 決 定 

（ 料 金 ） 

認証施設名等を報告 
監 督 

認証の基準 

認証施設名等の公表 
（ホームページ等） 

一定期間 

東京都の役割 

○ 認証基準の作成 
○ 指定審査事業者の指定、

監督、命令等 
○ 制度の周知 
○ 認証施設の公表 など 

指 定 審 査 事 業 者 
（ 認 証 機 関 ） 

マニュアル審査 

食品営業施設 
衛生管理の方法等について 

マニュアルを作成 

作 成 

※申請に係る料金は 
 審査事業者毎に設定 

申 請 

認証の有効期間 
初回は１年で更新 
２回目以降３年ごとに更新 

認証書交付 
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